
 
  

福井市屋外広告物条例施行規則（第１４条および屋外広告物等安全点検報告書）改正概要  

許

可

期

間  
広 告 物 の 種 類  

添 付 書 類  

改 正 後  改 正 前  

１月  

貼り紙、貼り札  ・申請日前７日以内に撮影したカラー写真  
（安全点検報告書は不要）  

以下のいずれかを添付  
・申請日前７日以内に撮影したカラー写真  
・安全点検報告書（様式第７号）：３項目  

貼り紙、貼り札以外の簡易広告物  
（立看板、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん、 

のぼり、その他これらに類する広告物等）  

・申請日前７日以内に撮影したカラー写真  
・安全点検報告書（様式第７号）：７項目（申請日前７日以内に点検）  
・点検箇所および改善状況のカラー写真  

・申請日前７日以内に撮影したカラー写真  
・安全点検報告書（様式第８号）：７項目  

１年  簡易広告物以外の広告物  
・申請日前３０日以内に撮影したカラー写真  
・安全点検報告書（様式第８号）：１７項目（申請日前３０日以内に点検）  
・点検箇所および改善状況のカラー写真  

・申請日前３０日以内に撮影したカラー写真  
・安全点検報告書（様式第８号）：７項目  

３年  

鉄骨造り、石造りその他耐

久性能を有する構造により

築造された広告板、広告塔

その他これらに類するもの  

地上から上端までの

高さ４ｍ以下のもの  

・申請日前９０日以内に撮影したカラー写真  
・地上から広告物の上端までの高さを表した図面または写真  
・安全点検報告書（様式第８号）：１７項目（申請日前 90 日以内に点検）  
・点検箇所および改善状況のカラー写真  

地上から上端までの

高さ４ｍを超えるも

の  

・申請日前９０日以内に撮影したカラー写真  
・地上から広告物の上端までの高さを表した図面または写真  
・安全点検報告書（様式第８号）：１７項目（申請日前 90 日以内に点検）  
・点検者の資格証の写し  
・点検箇所および改善状況のカラー写真  



屋外広告物等安全点検報告書（様式第７号、様式第８号）新旧対照表 

改正後 改正前 

様式第７号（第１４条関係） 

 

様式第７号（第１４条関係） 

 

【改正後】７点検項目・３段階判定 ← 【現行】３点検項目・２段階判定 

令和８年１０月１日～ 



屋外広告物等安全点検報告書（様式第７号、様式第８号）新旧対照表 
改正後 改正前 

様式第８号（第１４条関係） 

 

様式第８号（第１４条関係） 

 
【改正後】１７点検項目・３段階判定 ← 【現行】７点検項目・２段階判定 

令和８年１０月１日～ 


